
 

夏季手当妥結！！ 
 

 本部は平成２９年夏季手当について会社側より回答を得た。 

1.基準額  基準内賃金の２,９１ヶ月分 

2,支給日  平成２９年６月２７日（火） 

以降、準備でき次第 
 

会社は社員一丸となり収益アップに取り組んだ成果に感謝を示しつつ、これからの

厳しい環境変化を乗り越え、会社が将来にわたり成長を続けていくにはスピード感を

もって諸施策をしっかり進めていくことが不可欠。「変化点」をしっかり認識し社員一

人一人が日々の業務に奮闘することを期待する。とした。 

JRE ユニオンは要求額に届かないことから持ち帰り検討した。より生産性の高い業

務体制の構築が必要なことや技術継承、人材育成など重要課題に対しての認識は一

致している。額はこれ以上望めないが会社の持続的発展、地域の皆様のご期待にし

っかり応えられるようこれからも我々は真摯に社業に向き合い努力を続ける。とし１４

時に妥結した。 

尚、回答書とは別にエルダー社員への精勤手当を 1 万円別に支給すると回答があ

った。 16：00オープン 
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